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㈲アシストホーム TEL:046-877-1127             ご意見・ご感想・ご要望などお待ちしています。             P.3      ㈲アシストホーム  生活改善リフォームのご提案や雨漏り・耐震・老朽化調査及び施工を行っております。お気軽にご相談くださいませ。  P.4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 転ばぬ先の杖 

アシストホーム愛犬かわら版 
～動物愛護週間に関心をもってみませんか～ 

 

リフォームで T ポイントが貯まります！ 工事代金をカード払いできます！ 

雨漏りかな？と思ったら！ 

リモートによる新築・リフォーム等のご相談も

承っております。ご相談ください。 
 

 

アシストホームでは『次亜塩素酸水生成器』を設置しています 

事前にご連絡いただき、容器をご持参頂ければお配り致します 

アシストホーム情報 

【次亜塩素酸水】無料配布実施中！ 

 連絡先：046-877-1127（(有)アシストホーム） 

『アシストホーム業務内容』 

新築工事、増改築、リフォーム、耐震補強工事、免震工事、雨漏り調査、老朽化診断、防犯設備、

介護保険・障害者手帳工事、防音工事、音響工事、太陽光発電工事、エクステリア工事、石材ク

リーニング、インスペクション、住まいに関する一切の工事 

 

お問合わせはお気軽にお電話を！ 電話 046-877-1127 ※休業日： 日曜、祝日、お盆、年末年始 

 

建築士・ホームインスペクター 

・増改築相談員 

・窓、ｷｯﾁﾝ、ｴｸｽﾃﾘｱﾏｲｽﾀｰのいる店 
建築業許可 神奈川県知事許可(般-29) 第 60527 号 

建築士事務所登録 神奈川県知事登録  第 8180 号 

笑顔づくりを住まいづくりで 

有限会社アシストホーム 

住所：神奈川県三浦郡葉山町一色 499 番地 

TEL：046-877-1127（営業時間 9：00～18：00） 

mail：info＠assisthome-wb.jp  

http://www. assisthome-wb.jp 

 

 

 毎年 9 月 20 日から 26 日までは、『動物愛護週間』です。これは広く国民の間に、命あるも

のである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにする為、動物愛護週間と

法律を設けています。（動物愛護管理法第 4 条） 

 国、地方公共団体及び関係団体が協力して、全国各地で色々な行事を開催しています。 

『動物の愛護及び管理に関する法律』に関心を持ってみませんか？ 

今年のテーマ 
今年のテーマは、ペットが私達にもたらしてく

れることなどを改めて見つめ直し、これからも

続いていく人とペットとの多様な関係を考える

機会を設ける。 

★改めて考えてみる良い機会です★ 

 毎年動物愛護週間には、環境省の実行委員会主催で、全国で

様々な行事が開催されます。 

日本が大災害に見舞われ、各地でイベントやお祭りなどが自粛

された年もありました。 

今年も新型コロナウィルス感染症への対応により、開催方法を

見直しオンライン配信で実地される予定です。 

 環境省のＷEB サイトをご覧になったことはございますか？ 

You Tube などの動画もあるので、一度覗いてみてはいかがで

しょうか。 

動物愛護に関する情報がたくさん掲載されています。  

【動物の愛護及び管理に関する法律とは】 

この法律は昭和 48 年に制定されました。具体的な目的として、動物の愛護と適切な管理による 

「人と動物の共生する社会の実現を図る」ことです。命の大切さや動物を飼育することにより、 

動物による人の生命・身体・財産に対する侵害や、生活環境の保全を目指しています。 

「動物愛護法」の法律は段階的に改正を続けています。いまだに動物の虐待や、飼育放棄など、 

ニュースなどで見たり聞いたりすることがあります。動物を虐待すると罰せられます。 

すべての人が「動物は命あるもの」という認識を強く持つことがとても大切です。 

動物を飼ったその日から「動物愛護」の責任をもって育てましょう。 

9 月 20 日～26 日は「動物愛護週間」今一度動物愛護について考えてみてはいかがでしょうか。 
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★雨漏り調査★ 

【天井の場合】 

・天井にしみができてきた 

・天井からしずくが落ちてくる 

・壁紙が剥がれてきた etc. 

【壁の場合】 

・壁に雨染みがあらわれてきた 

・壁紙が剥がれてきた 

・外壁のひび割れ etc. 

【窓の場合】 

・コーキングの劣化やひび割れ 

・引き違いサッシの境目（隙間）より侵入 

・換気扇、サッシから雨水が侵入している etc. 
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【その他】 

・室内が以前より湿度が高い気がする 

・室内が少しカビくさい？  etc. 

上記の様な症状があれば、早めに対応しておいた方が修理も小規模で済みます。 

雨漏り被害が大きくなる前に、専門業者に見てもらうことをお薦め致します。 

◎『散水調査』…疑われる所に水を散水して雨漏り箇所を特定する 

◎『赤外線調査』…疑われる所に赤外線を当て温度変化を特定する 

◎『目視による調査』…疑われる場所を目で見て確認する etc. 

 ※弊社でも雨漏り調査を行っておりますのでお気軽にご相談ください。 

 

 


